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吉野川ダム統合管理事務所渇水対策支部の設置について

● 渇水対策支部の設置について

昨日（５月２２日）の「銅山川渇水調整協議会」にて、５月２４日０時よ
どうざん がわ

り「工業用水」を２０％カットする第一次取水制限を開始することになり

ました。

このような事態に対処するため、四国地方整備局吉野川ダム統合管理事務

所は、平成２５年５月２３日午前９時に「吉野川ダム統合管理事務所渇水対

策支部」（支部長：吉野川ダム統合管理事務所長 中川達郎）を設置しまし
なかがわ たつろう

たのでお知らせいたします。

平成２５年 ５月２３日

国土交通省四国地方整備局

吉野川ダム統合管理事務所

【問い合わせ先】

国土交通省四国地方整備局

吉野川ダム統合管理事務所

管理課長 笠井 博之 （内線３３１）
か さ い ひろゆき
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